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平成２６年労第５２８号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付を支給し

ない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月○日、Ａ所在の会社Ｂ（以下「派遣元」という。）に派

遣労働者として雇用され、同日からＣ所在のＤ会社Ｅ物流センター（以下「派遣

先」という。）に派遣されて商品の梱包等の作業に従事していた。 

請求人は、平成○年○月○日、派遣先の倉庫内においてハンドフォークに追突

されて、首、腰、肩などを負傷し、さらに、同月○日、オリコンと呼ばれる容器

を折りたたむ作業中に両手、特に左手の中指と人差し指を何度も強く挟み負傷し、

加療の結果、いずれの傷病も平成○年○月○日に治ゆ（症状固定）となった。 

請求人は、平成○年○月末頃からイライラや不眠、感情の波が激しくなったな

どとして、同年○月○日Ｆクリニックに受診し、「精神病症状を伴う重症うつ病エ

ピソード」と診断された。 

請求人は、精神障害を発病したのは、業務上の事由によるものであるとして、

監督署長に療養補償給付の請求をしたところ、監督署長は、請求人に発病した精

神障害は業務上の事由によるものとは認められないとして、これを支給しない旨

の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し

たので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだもので
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ある。 

なお、請求人は上記業務災害による負傷について、治ゆ後、障害が残存してい

るとして、監督署長に障害補償給付の請求をしたところ、監督署長は、平成○年

○月○日の災害による負傷については、請求人に残存する障害が労働者災害補償

保険法施行規則別表第１に定める障害等級（以下「障害等級」という。）第１４級

に該当するものと認め、同等級に応ずる障害補償給付を支給する旨の処分をし、

同月○日の災害による負傷については、これを支給しない旨の処分をした。請求

人は、これらの処分を不服として、審査官に審査請求をしたが、審査官はいずれ

も棄却したため、請求人は、更にこれらの決定を不服として、当審査会に再審査

請求に及んだが、当審査会は、平成○年○月○日付けでこれらを棄却する旨の裁

決をした。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものであると認

められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断  

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）精神障害の発病の有無及び発病時期について 

請求人の主治医であるＧ医師は、平成○年○月○日付け意見書において、請

求人に発病した精神障害をＩＣＤ－１０診断ガイドラインに照らして、「Ｆ３２．

３ 精神病を伴う重症うつ病エピソード」とし、その根拠としてうつだけでは

なく、強迫、被害念慮も大きく存在しているためと述べている。また、発病時

期については請求人の申立てに基づき平成○年○月の労災事故にあった後と述

べている。 
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一方、Ｈ医師は、平成○年○月○日付け意見書において、「請求人の心身の変

調等をＩＣＤ－１０の診断ガイドラインに照らし、疾患名及び発病時期につい

て検討すると、平成○年○月末頃からイライラ感や不眠等の症状が出現し、受

診直前となった同年○月上旬頃には不安、強迫症状を主とし、他には抑うつ、

希死念慮等の症状も顕著に出現したことから、平成○年○月頃にＦ３の『気分

（感情）障害』を発病したものと考えるのが妥当である。」と述べている。 

当審査会としては、請求人の申述からみられる症状の経過等からみて、Ｈ医

師の意見は妥当であり、請求人は、平成○年○月頃にＩＣＤ－１０診断ガイド

ラインの「Ｆ３ 気分（感情）障害」（以下、「本件疾病」という。）を発病した

と判断する。 

（２）ところで、心理的負荷による精神障害等の業務上外の認定については、厚生

労働省労働基準局長が「心理的負荷による精神障害の認定基準について」（平成

２３年１２月２６日付け基発１２２６第１号。以下「認定基準」という。）を策

定しており、当審査会としても、その取扱いを妥当なものであると考えること

から、以下、認定基準に基づき本件について検討する。 

（３）業務による心理的負荷について 

請求人の本件疾病発病前おおむね６か月間における業務による心理的負荷を

来す出来事としては、請求人に対して派遣元事業場から有期雇用契約終了の通

知がなされたことが認められる。これは、認定基準別表１の出来事の類型④「役

割・地位の変化等」のうち、具体的出来事「非正規社員である自分の契約満了

が迫った」に類推することとなり、その平均的な心理的負荷の程度は「Ⅰ」で

ある。請求人は、派遣元からの有期雇用契約満了の通知を退職の強要にあたる

と主張しているが、当審査会としては、決定書第２の２の（２）のイに説示す

るように、契約更新は予め確約されたものではなく、手続上事業主の対応に問

題はないことから、その心理的負荷の総合評価は「弱」であると判断する。ま

た、請求人は、平成○年○月に発生した業務災害による残存障害は現職に復職

できない程重いものであるとも主張しているが、当審査会としては、請求人に

残存した障害の程度からみて、認定基準別表１の特別な出来事「永久労働不能

となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした」には該当しないと判断する。

なお、請求人のその他の主張について、本件資料を子細に検討したが、上記判

断を左右するものを見いだすことは出来なかった。 
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３ 以上のとおりであるので、請求人に発病した本件疾病は業務上の事由によるも

のとは認められず、したがって、監督署長が請求人に対してした療養補償給付を

支給しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


